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９ 地形・地質 

資料 9.1 重要な地形・地質 

 

 ① 学術的価値の高い地形・地質の例 

 ａ．学術・教育・景観上特異な地形（カルスト地形，断層崖など） 

 ｂ．重要かつ希少な岩石・鉱物・化石等の産地（タイプ ロカリティー） 

 ｃ．重要な地層の標準露頭（模式地） 

 ｄ．重要な地質現象（断層，褶曲など） 

 ｅ．重要かつ希少な土壌型の分布地（タイプ ロカリティー） 

 

② 自然環境保全上重要な地形・地質の事例 

(1)地 形 円錐状火山，鐘状火山，楯状火山，塔状火山，岩浸食山地，カルデラ，火

口，火口丘，溶岩原，溶岩流，溶岩樹型，溶岩洞窟，溶岩隧道，風穴，準

平原遺物，氾濫原，カルスト地形，氷(雪)食地形，堰止湖，扇状地，河成

段丘，自然堤防，マール，断崖，岩峯，岩柱，岩門，天然橋，Ｖ字谷，峡

谷，渓谷，渓流，滝，渕，瀞瀬，甌穴，鍾乳洞，石荀，ドリーネ，ボノー

ル，ウバーレ，コックピット，ポリーエ，カルレンフェルト，カール（圏

谷），Ｕ字谷，雄石丘，羊群岩，懸谷，賽の河原（亀甲原を含む），海食地

形，溺谷，海成段丘，三角州，海食崖，海食洞，海食棚（波食台地），岩

礁，潮吹穴，砂州，中州，サンゴ礁，砂嘴（礫嘴），砂丘，岬角，陸繋島 

(2)地 質 ①岩石，鉱物の露頭 

②地質構造｛例：各種褶曲（背斜，向斜，横臥等），各種断層（正，逆，

垂直等），整合，不整合，偽層，隆起，沈降，層理，節理，石理，波痕，

漣痕，雨痕，岩株，餅盤，岩床，岩脈｝ 

③化石産地 

(3)自然現象 噴火，噴泥，泥火山現象，噴泉，噴泉塔，噴気，地獄現象，間歇泉，温鉱

泉，湧泉，瀑布，渓流，瀬，渕，過流，潮流，波濤，潮吹現象，干満，積

雪，雪田，雪渓，結氷，霧氷，雲海，一般気象 

（環境庁，１９７３） 
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資料 9.2  日本の地形レッドデータブック・第１集（宮城県） 

         「日本の地形レッドデータブック・第１集」小泉武栄・青木賢人編，1994 

※一覧表の見方 

○地形レッドデータとして選定した基準 
① 日本の地形を代表する典型的かつ希少，貴重な地形 
② ①に準じ，地形学の教育上重要な地形もしくは地形学の研究進展に伴って新たに注目したほうがよいと考

えられる地形 
③ 多数存在するが，なかでも典型的な形態を示し，保存することが望ましいもの 
④ 動物や植物の生育地として貴重な地形 

○現在の保存状況 
Ｄランク：重要な地形でありながら，すでに破壊され，現存しない地形。 
Ｃランク：現在著しく破壊されつつある地形。また，大規模な開発などにより，破壊が危惧される地形。この

ランクに属する地形は，現状のままでは消滅すると考えられるので，最も緊急な保全が要求される
地形である。 

Ｂランク：現在，低強度の破壊を受けている地形。今後，保全を怠り破壊が継続されれば，消滅が危惧される。 
Ａランク：現在の保存状況がよく，今後もその継続が求められる地形。本報告書では取り上げていないことに

注意する必要がある。 
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１１ 土壌汚染 

資料 11.1 土壌に係る環境基準等 

 

表 11.1-1 土壌汚染に係る環境基準 

（平成 3年 8月 23 日環境庁告示第 46 号） 

（改正：平成 20 年 5 月 9日環告第 46 号） 

項        目 環  境  上  の  条  件 

カ ド ミ ウ ム 
検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ㎎以下であり，かつ，農用地においては，米
１㎏につき１㎎未満であること。 

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。 

有 機 燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ㎎以下であること。 

六 価 ク ロ ム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.05 ㎎以下であること。 

砒 素 
検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ㎎以下であり，かつ，農用地（田に限る。）
においては，土壌１㎏につき 15 ㎎未満であること。 

総 水 銀 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.0005 ㎎以下であること。 

ア ル キ ル 水 銀 検液中に検出されないこと。 

Ｐ Ｃ Ｂ 検液中に検出されないこと。 

銅 
農用地（田に限る。）において，土壌１㎏につき 125 ㎎未満であるこ
と。 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.02 ㎎以下であること。 

四 塩 化 炭 素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ㎎以下であること。 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.004 ㎎以下であること。 

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.02 ㎎以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.04 ㎎以下であること。 

1 , 1 , 1 -トリクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき１㎎以下であること。 

1 , 1 , 2 -トリクロロエタン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.006 ㎎以下であること。 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.03 ㎎以下であること。 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ㎎以下であること。 

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ㎎以下であること。 

チ ウ ラ ム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.006 ㎎以下であること。 

シ マ ジ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.003 ㎎以下であること。 

チ オ ベ ン カ ル ブ 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.02 ㎎以下であること。 

ベ ン ゼ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ㎎以下であること。 

セ レ ン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ㎎以下であること。 

ふ っ 素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.8 ㎎以下であること。 
ほ う 素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 1 ㎎以下であること。 

備 考 １  環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し，これ

を用いて測定を行うものとする。  

２  カドミウム，鉛，六価クロム，砒素，総水銀及びセレン，ふっ素及びほう素に係る環境上の条件の

うち検液中濃度に係る値にあっては，汚染土壌が地下水面から離れており，かつ，原状において当該

地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ㎎，0.01 ㎎，0.05 ㎎，0.01
㎎，0.0005 ㎎，0.01 ㎎，0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には，それぞれ検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.03
㎎，0.03 ㎎，0.15 ㎎，0.03 ㎎，0.0015 ㎎，0.03 ㎎，2.4mg 及び 3mg とする。  

３  「検液中に検出されないこと」とは，測定方法により測定した場合において，その結果が当該方法

の定量限界を下回ることをいう。  

４  有機燐とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びＥＰＮをいう。  
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付表 
検液は，次の方法により作成するものとする。 

１ カドミウム，全シアン，鉛，六価クロム，砒（ひ）素，総水銀，アルキル水銀，ＰＣＢ及びセレンについて

は，次の方法による。 

(1) 採取した土壌の取扱い 

採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土壌採取後

直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には，暗所に保存し，できるだけ速やかに試験を行う。 

(2) 試料の作成 

採取した土壌を風乾し，中小礫，木片等を除き，土塊，団粒を粗砕した後，非金属製の２mm の目のふる

いを通過させて得た土壌を十分混合する。 

(3) 試料液の調製 

試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え，水素イオン濃度指数が 5.8 以上 6.3 以下となるようにした

もの）（単位 mｌ）とを重量体積比 10％の割合で混合し，かつ，その混合液が 500mｌ以上となるようにす

る。 

(4) 溶出 

調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を

毎分約 200 回に，振とう幅を４cm 以上５cm 以下に調整したもの）を用いて，６時間連続して振とうする。

(5) 検液の作成 

(1)から(4)の操作を行って得られた試料液を 10 分から 30 分程度静置後，毎分約 3,000 回転で 20 分間遠

心分離した後の上澄み液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を取り，定量に必要な量

を正確に計り取って，これを検液とする。 

２ ジクロロメタン，四塩化炭素，１，２－ジクロロエタン，１，１－ジクロロエチレン，シス－１，２－ジク

ロロエチレン，１，１，１－トリクロロエタン，１，１，２－トリクロロエタン，トリクロロエチレン，テ

トラクロロエチレン，１，３－ジクロロプロペン及びベンゼンについては，次の方法による。 

(1) 採取した土壌の取扱い 

これらの物質は揮発性が高いので，採取した土壌は密封できるガラス製容器又は測定の対象とする物質

が吸着しない容器に空げきが残らないように収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えな

い場合には，４℃以下の冷暗所に保存し，できるだけ速やかに試験を行う。ただし，１，３－ジクロロプ

ロペンに係る土壌にあっては，凍結保存するものとする。 

(2) 試料の作成 

採取した土壌からおおむね粒径５mm を超える中小礫，木片等を除く。 

(3) 試料液の調製 

あらかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラスコに試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え，水

素イオン濃度指数が 5.8 以上 6.3 以下となるようにしたもの）（単位 mｌ）とを重量体積比 10％の割合と

なるようにとり（注１）（注２），速やかに密栓する。このとき，混合液が 500mｌ以上となるようにし，か

つ，混合液に対するねじ口付三角フラスコのヘッドスペースができるだけ少なくなるようにする。 

(4) 溶出 

調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おおむね１気圧）に保ちマグネチックスターラーで４時

間連続してかくはんする（注３）。 

(5) 検液の作成 

(1)から(4)の操作を行って得られた試料液を 10 分から 30 分程度静置後，ガラス製注射筒に静かに吸い

取り，孔径 0.45μm のメンブランフィルターを装着したろ紙ホルダー（用いるメンブランフィルターの直

径に適合するものであってステンレス製又はこれと同等以上の材質によるもの）を接続して注射筒の内筒

を押し，空気及び始めの数 mｌを排出し，次に共栓付試験管にろ液を分取し，定量に必要な量を正確に計

り取って，これを検液とする（注４）。 

（注１） 使用するねじ口付三角フラスコに使用するかくはん子を入れ質量を測定する。これに水を満たして

密栓し，その質量を測定する。前後の質量の差からねじ口付三角フラスコの空げき容量（単位 mｌ）

を求める。一度空げき容量を測定しておけば，同一容器及び同一かくはん子を用いることとすれば毎

回測定する必要はなく，２回目以降はその空げき容量を用いてよい。 

（注２） 試料１ｇ当たりの体積（mｌ）を測定し，（注１）により求めた空げき容量からヘッドスペースを残

さないように加える水の量を調整してもよい。 

（注３） 試料と水が均一に混じってかくはんされるようマグネチックスターラーを調整すること。また，試

料液が発熱しないようにすること。 

（注４） ろ液の分取後測定までの操作中，測定の対象とする物質が損失しないように注意すること。 
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３ 有機燐（りん），チウラム，シマジン及びチオベンカルブについては，次の方法による。 

(1) 採取した土壌の取扱い 

採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土壌採取後

直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には，凍結保存し，できるだけ速やかに試験を行う。 

(2) 試料の作成 

採取した土壌を風乾し，中小礫，木片等を除き，土塊，団粒を粗砕した後，非金属製の２mm の目のふる

いを通過させて得た土壌を十分混合する。 

(3) 試料液の調製 

試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え，水素イオン濃度指数が 5.8 以上 6.3 以下となるようにした

もの）（単位 mｌ）とを重量体積比 10％の割合で混合し，かつ，その混合液が 1,000mｌ以上となるように

する。 

(4) 溶出 

調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を

毎分約 200 回に，振とう幅を４cm 以上５cm 以下に調整したもの）を用いて，６時間連続して振とうする。

(5) 検液の作成 

(1)から(4)の操作を行って得られた試料液を 10 分から 30 分程度静置後，毎分約 3,000 回転で 20 分間遠

心分離した後の上澄み液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を取り，定量に必要な量

を正確に計り取って，これを検液とする。 

４ ふっ素及びほう素については，次の方法による。 

(1) 採取した土壌の取扱い 

採取した土壌はポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器に収め

る。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には，暗所に保存し，できるだけ速やかに

試験を行う。 

(2) 試料の作成 

採取した土壌を風乾し，中小礫，木片等を除き，土塊，団粒を粗砕した後，非金属製の２mm の目のふる

いを通過させて得た土壌を十分混合する。 

(3) 試料液の調製 

試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え，水素イオン濃度指数が 5.8 以上 6.3 以下となるようにした

もの）（単位 mｌ）とを重量体積比 10％の割合で混合し，かつ，その混合液が 500mｌ以上となるようにす

る。 

(4) 溶出 

調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を

毎分約 200 回に，振とう幅を４cm 以上５cm 以下に調整したもの）を用いて，６時間連続して振とうする。

振とう容器は，ポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器を用いる。

(5) 検液の作成 

(1)から(4)の操作を行って得られた試料液を 10 分から 30 分程度静置後，毎分約 3,000 回転で 20 分間遠

心分離した後の上澄み液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を取り，定量に必要な量

を正確に計り取って，これを検液とする。 
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表 11.1-2 土壌汚染対策法の指定基準 

（土壌汚染対策法施行規則，平成 14 年 12 月 26 日環境省令第 29 号） 

（改正：平成 19 年４月 20 日環境省令第 11 号） 

指定基準 
特定有害物質の種類 

土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること  

1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること  

1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.02mg以下であること  

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること  

1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること  

ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること  

テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること  

1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること  

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること  

トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.003mg以下であること  

ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること  

カドミウム及びその化合物 検液1Lにつき0.01mg以下であること 土壌1kgにつき150mg以下であること 

六価クロム化合物 検液1Lにつき0.05mg以下であること 土壌1kgにつき250mg以下であること 

シアン化合物 検液中に検出されないこと 
土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であ
ること 

水銀及びその化合物 検液1Lにつき0.0005mg以下であること 土壌1kgにつき15mg以下であること 

セレン及びその化合物 検液1Lにつき0.01mg以下であること 土壌1kgにつき150mg以下であること 

鉛及びその化合物 検液1Lにつき0.01mg以下であること 土壌1kgにつき150mg以下であること 

砒素及びその化合物 検液1Lにつき0.01mg以下であること 土壌1kgにつき150mg以下であること 

ふっ素及びその化合物 検液1Lにつき0.8mg以下であること 土壌1kgにつき4000mg以下であること 

ほう素及びその化合物 検液1Lにつき1mg以下であること 土壌1kgにつき4000mg以下であること 

シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること  

チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること  

チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること  

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと  

有機りん化合物 検液中に検出されないこと  

備 考 １ 土壌溶出量基準：第 18 条第 1項  
    ２ 土壌含有量基準：第 18 条第 2項 

 

表 11.1-3 ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 

（平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号） 

（修正：平成 21 年 3 月 31 日環境省告示第 11 号） 

基  準  値 測  定  方  法 

1,000pg－TEQ/g 以下 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し，高分解能ガ
スクロマトグラフ質量分析計により測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフ
ラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキ
シンをいう。以下同じ。）及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ
測定するものであって，かつ，当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を２種類
以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。） 

備考 １ 基準値は，2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。  
   ２ 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し，高分解能ガ

スクロマトグラフ質量分析計，ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマト
グラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方
法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」とい
う。）に２を乗じた値を上限，簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし，その範囲内の値
をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

   ３ 土壌にあっては，環境基準が達成されている場合であって，土壌中のダイオキシン類の
量が 250pg-TEQ/g 以上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては，簡易測定値
に２を乗じた値が 250pg-TEQ/g以上の場合）には，必要な調査を実施することとする。 
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１２ 日照阻害 

資料 12.1 公共施設の設置に起因する日陰に係る費用負担について 

（昭和 51 年建設省計用発第 4号） 
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資料 12.2 「建築基準法」第五十六条の二に係る別表第四 
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資料 12.3 日影チャート図 
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